
●
は
じ
め
に

　

複
数
政
党
制
に
基
づ
く
定
期
的
選
挙

と
い
う
民
主
的
政
治
制
度
の
導
入
か
ら

二
〇
年
を
経
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
二

〇
一
三
年
七
月
二
八
日
に
、
一
九
九
一

年
一
〇
月
の
パ
リ
和
平
協
定
締
結
か
ら

五
回
目
の
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
選

挙
結
果
は
、
国
内
外
に
大
き
な
驚
き
を

与
え
た
。
与
党
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
民
党

（
以
下
、
人
民
党
）
が
全
一
二
三
議
席
の

過
半
数
を
維
持
し
つ
つ
も
、
改
選
前
の

九
〇
議
席
か
ら
六
八
議
席
へ
と
大
幅
に

議
席
を
減
ら
す
一
方
で
、
野
党
勢
力
の

合
流
に
よ
っ
て
二
〇
一
二
年
一
〇
月
に

発
足
し
た
救
国
党
が
、
五
五
議
席
を
獲

得
す
る
大
躍
進
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　

人
民
党
は
国
民
の
四
割
近
く
に
も
及

ぶ
数
の
党
員
を
擁
し
、
立
法
府
と
執
行

府
だ
け
で
な
く
司
法
府
や
国
軍
、
国
家

警
察
や
メ
デ
ィ
ア
を
も
掌
握
す
る
な

ど
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
ま
で
に
堅
固

な
一
党
支
配
体
制
を
確
立
し
た
。

　

同
党
は
政
治
的
安
定
と
順
調
な
経
済

成
長
を
背
景
に
、
今
回
も
圧
勝
す
る
と

み
ら
れ
た
が
、
な
ぜ
大
方
の
予
想
に
反

す
る
選
挙
結
果
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
選
挙
と
政

治
の
流
れ
を
概
観
し
た
う
え
で
、
今
回

の
選
挙
に
向
け
た
主
要
政
党
の
動
向
と

選
挙
戦
の
特
徴
を
検
討
し
、
選
挙
結
果

の
含
意
と
今
後
の
展
望
を
論
じ
る
。

●
こ
れ
ま
で
の
選
挙
と
政
治
の
流
れ

　

国
連
暫
定
統
治
下
で
の
制
憲
議
会
選

挙
を
経
て
一
九
九
三
年
に
現
体
制
が
発

足
し
て
以
降
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
中
央

だ
け
で
な
く
地
方
レ
ベ
ル
に
お
い
て

も
、
各
種
議
会
が
選
挙
に
よ
っ
て
段
階

的
に
設
置
さ
れ
て
き
た
。
制
度
面
の
み

に
着
目
す
れ
ば
、
複
数
政
党
制
に
基
づ

く
定
期
的
選
挙
が
定
着
し
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
従
来
の
選
挙
で
は
、
人
民
党

に
よ
る
選
挙
管
理
機
関
や
メ
デ
ィ
ア
の

支
配
、
同
党
の
選
挙
運
動
へ
の
公
務

員
、
村
長
、
軍
人
、
警
察
官
な
ど
の
動

員
、
暴
力
的
・
司
法
的
手
段
に
よ
る
反

対
勢
力
の
排
除
、
選
挙
人
名
簿
の
改

竄
、
脅
迫
・
強
要
や
買
収
・
賄
賂
を
通

じ
た
投
票
先
の
指
示
と
い
っ
た
一
連
の

選
挙
操
作
の
存
在
が
、
野
党
や
国
内
外

の
選
挙
監
視
団
体
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
き
た
（
参
考
文
献
①
）。

　

人
民
党
は
一
九
九
三
年
選
挙
で
王
党

派
の
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
に
惜
敗
し
た

も
の
の
、
一
九
九
八
年
選
挙
以
降
は
第

一
党
の
座
を
維
持
し
な
が
ら
党
勢
を
拡

大
し
て
き
た
（
表
1
）。
そ
の
過
程
で

同
党
に
よ
る
一
党
支
配
体
制
の
確
立
を

決
定
付
け
た
の
は
、
内
閣
信
任
に
必
要

な
議
員
数
を
総
議
員
数
の
三
分
の
二
か

ら
過
半
数
へ
削
減
し
た
二
〇
〇
六
年
三

月
の
憲
法
改
正
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り

単
独
で
の
内
閣
樹
立
が
可
能
と
な
っ
た

人
民
党
は
、
ク
ォ
ー
タ
制
を
廃
止
し
て

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
と
の
権
力
分
有
体

制
に
終
止
符
を
打
ち
、
国
家
機
関
の
要

表 1　制憲議会選挙および国民議会選挙の結果（1993 〜 2013 年）

政党
制憲議会選挙（1993 年 5 月） 第 2期国民議会選挙（1998 年 7 月） 第 3期国民議会選挙（2003 年 7 月） 第 4期国民議会選挙（2008 年 7 月） 第 5期国民議会選挙（2013 年 7 月）
投票率 89.56％　参加政党数 20 投票率 93.74％　参加政党数 39 投票率 83.22％　参加政党数 23 投票率 75.21％　参加政党数 11 投票率 69.61％　参加政党数 8
得票数 得票率 議席数 議席占有率 得票数 得票率 議席数 議席占有率 得票数 得票率 議席数 議席占有率 得票数 得票率 議席数 議席占有率 得票数 得票率 議席数 議席占有率

カンボジア人民党 1,533,471 38.23 51 42.50 2,030,790 41.42 64 52.46 2,447,259 47.35 73 59.35 3,492,374 58.11 90 73.17 3,235,969 48.83 68 55.28
フンシンペック党 1,824,188 45.47 58 48.33 1,554,405 31.71 43 35.25 1,072,313 20.75 26 21.14 303,764 5.05 2 1.63 242,413 3.66 0 0
サム・ランシー党 － － － － 699,665 14.27 15 12.30 1,130,423 21.87 24 19.51 1,316,714 21.91 26 21.14 － － － －
人権党 － － － － － － － － － － － － 397,816 6.62 3 2.44 － － － －
ノロドム・ラナリット党 － － － － － － － － － － － － 337,943 5.62 2 1.63 － － － －
救国党 － － － － － － － － － － － － － － － － 2,946,176 44.46 55 44.72
仏教自由民主党 152,764 3.81 10 8.33 － － － － － － － － － － － － － － － －
モリナカ党 55,107 1.37 1 0.83 8,395 0.17 0 0 6,808 0.13 0 0 － － － － － － － －
その他 446,101 11.12 0 0 609,253 12.43 0 0 512,034 9.91 0 0 161,666 2.69 0 0 202,601 3.06 0 0
有効票 4,011,631 94.01 － － 4,902,508 96.93 － － 5,168,837 97.94 － － 6,010,277 98.35 － － 6,627,159 98.40 － －
無効票 255,561 5.99 － － 155,289 3.07 － － 108,657 2.06 － － 100,551 1.65 － － 108,085 1.60 － －
合計 4,267,192 100 120 100 5,057,797 100 122 100 5,277,494 100 123 100 6,110,828 100 123 100 6,735,244 100 123 100

（出所）国連カンボジア暫定統治機構（UNTAC）および国家選挙委員会（NEC）発表の公式結果をもとに筆者作成。　
（注）網掛け部分は与党を示す。
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職
を
独
占
し
た
（
参
考
文
献
①
）。

　

他
方
、
人
民
党
と
連
立
政
権
を
構
成

す
る
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
は
、
一
九
九

〇
年
代
か
ら
度
重
な
る
内
紛
や
分
裂
、

さ
ら
に
主
要
幹
部
の
人
民
党
へ
の
移
籍

な
ど
に
よ
っ
て
弱
体
化
の
一
途
を
辿
っ

て
き
た
。
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
六
年
後

半
に
党
首
の
座
を
追
わ
れ
た
ノ
ロ
ド

ム
・
ラ
ナ
リ
ッ
ト
が
自
身
の
名
前
を
冠

し
た
新
党
を
旗
揚
げ
し
て
以
降
、
王
党

派
の
衰
退
は
決
定
的
と
な
り
、
二
〇
〇

八
年
選
挙
で
は
両
党
を
合
わ
せ
て
も
四

議
席
と
い
う
惨
敗
に
終
わ
っ
た
。

　

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
に
代
わ
っ
て
人

民
党
へ
の
対
抗
軸
と
し
て
台
頭
し
た
の

は
、
前
者
か
ら
除
籍
さ
れ
た
サ
ム
・
ラ

ン
シ
ー
元
経
済
・
財
政
大
臣
率
い
る
サ

ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
で
あ
っ
た
。
同
党
は

一
九
九
八
年
選
挙
以
降
、
都
市
部
を
中

心
に
党
勢
を
拡
大
し
た
。
し
か
し
、
仏

教
自
由
民
主
党
と
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党

で
議
員
を
歴
任
し
た
人
権
活
動
家
ク

ム
・
ソ
カ
ー
が
二
〇
〇
七
年
一
月
に
人

権
党
を
創
設
す
る
と
、
反
人
民
党
票
の

一
部
は
人
権
党
へ
流
れ
、
サ
ム
・
ラ
ン

シ
ー
党
の
伸
張
に
陰
り
が
み
え
始
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。

●
選
挙
に
向
け
た
主
要
政
党
の
動
向

⑴
人
民
党

　

今
回
の
選
挙
に
向
け
た
人
民
党
の
動

向
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
フ
ン
・
セ

ン
首
相
の
三
男
（
三
一
歳
）、
ソ
ー
・

ケ
ー
ン
副
首
相
兼
内
務
大
臣
の
息
子

（
三
二
歳
）、
サ
ー
イ
・
チ
ュ
ム
上
院
第

一
副
議
長
の
息
子
（
三
三
歳
）
ら
、
党

中
央
委
員
会
常
任
委
員
の
息
子
八
人
を

は
じ
め
、
若
手
候
補
者
の
積
極
的
な
擁

立
で
あ
る
。
同
党
は
今
後
、
現
在
の
指

導
者
か
ら
そ
の
親
族
を
中
心
に
、
世
代

交
代
を
進
め
て
い
く
と
推
察
で
き
る
。

　

人
民
党
は
ま
た
、
都
・
州
知
事
の
任

期
（
四
年
）
満
了
に
と
も
な
う
二
〇
一
三

年
四
月
の
人
事
異
動
後
、
知
事
職
を
退

い
た
一
〇
人
の
う
ち
八
人
を
、
そ
れ
ぞ

れ
知
事
職
に
あ
っ
た
選
挙
区
の
候
補
者

に
据
え
た
。
前
プ
ノ
ン
ペ
ン
都
知
事
や

首
相
実
兄
の
前
コ
ン
ポ
ン
・
チ
ャ
ー
ム

州
知
事
な
ど
、
公
務
員
の
定
年
で
あ
る

六
〇
歳
に
達
し
た
か
、
ま
た
は
定
年
間

近
と
な
っ
た
有
力
幹
部
を
、
当
選
が
見

込
ま
れ
る
候
補
者
名
簿
の
上
位
に
置
く

こ
と
で
、
引
き
続
き
党
へ
の
忠
誠
を
維

持
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

人
民
党
は
一
九
九
一
年
一
〇
月
に
マ

ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
を
放
棄
し
て

入
党
資
格
を
大
幅
に
緩
和
し
て
以
降
、

し
ば
し
ば
強
制
的
な
手
法
も
用
い
な
が

ら
、
一
貫
し
て
党
員
数
の
拡
大
を
図
っ

て
き
た
。
二
〇
一
三
年
三
月
の
臨
時
党

大
会
ま
で
に
党
員
数
は
五
六
五
万
七
八

一
八
人
に
達
し
た
。
党
員
組
織
率
は
全

人
口
の
三
八
・
五
五
％
、
今
回
の
選
挙

人
の
五
八
・
四
八
％
と
驚
異
的
な
高
さ

を
誇
る
。

⑵
救
国
党

　

野
党
の
動
向
で
最
も
注
目
す
べ
き

は
、
反
人
民
党
勢
力
の
結
集
に
よ
る
救

国
党
の
結
成
で
あ
る
。
サ
ム
・
ラ
ン

シ
ー
党
と
人
権
党
の
合
流
に
向
け
た
動

き
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
に
両
党
が
同

盟
関
係
を
結
ん
で
か
ら
本
格
化
し
、
紆

余
曲
折
を
経
て
二
〇
一
二
年
七
月
、
サ

ム
・
ラ
ン
シ
ー
を
党
首
、
ク
ム
・
ソ

カ
ー
を
副
党
首
と
す
る
新
党
の
設
立
に

合
意
し
た
。
救
国
党
と
名
付
け
ら
れ
た

こ
の
新
党
に
は
、
複
数
の
王
族
や
元
フ

ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
高
官
も
加
わ
っ
た
。

　

し
か
し
救
国
党
は
、
サ
ム
・
ラ
ン

シ
ー
党
首
の
不
在
と
い
う
重
大
な
懸
案

を
抱
え
て
い
た
。
同
党
首
は
、
二
〇
〇

九
年
一
〇
月
に
対
ベ
ト
ナ
ム
国
境
画
定

作
業
用
の
国
境
目
印
の
杭
を
引
き
抜
い

た
こ
と
に
関
連
し
て
、
器
物
損
壊
と
文

書
偽
造
な
ど
の
罪
で
禁
固
一
二
年
の
実

刑
判
決
を
受
け
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月

の
議
員
特
権
剥
奪
に
先
立
ち
出
国
し
た

ま
ま
、
事
実
上
の
亡
命
生
活
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
〇
一
三

年
七
月
一
二
日
、
フ
ン
・
セ
ン
首
相
は

サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
首
の
要
請
を
受
諾

し
、「
国
民
和
解
の
精
神
と
複
数
政
党

制
に
よ
る
民
主
主
義
の
原
則
に
基
づ
き

選
挙
を
実
施
す
る
た
め
」
と
し
て
、
ノ

ロ
ド
ム
・
シ
ハ
モ
ニ
ー
国
王
に
同
党
首

に
対
す
る
恩
赦
を
申
請
し
た
。

　

恩
赦
は
即
日
付
与
さ
れ
、
サ
ム
・
ラ

ン
シ
ー
は
同
月
一
九
日
、
空
港
か
ら
都

心
の
民
主
広
場
に
至
る
約
九
キ
ロ
の
沿

道
を
埋
め
尽
く
す
救
国
党
支
持
者
一
〇

万
人
の
熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
、
約
三
年

九
カ
月
ぶ
り
の
帰
国
を
果
た
し
た
。
フ

ン
・
セ
ン
が
恩
赦
の
付
与
に
同
意
し
た

理
由
は
、
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
の
帰
国
を

認
め
な
か
っ
た
り
、
ま
た
は
帰
国
後
に

逮
捕
し
た
り
す
れ
ば
、
同
党
首
を
め
ぐ

る
問
題
が
国
際
化
し
、
選
挙
の
正
当
性

に
疑
義
を
呈
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た

め
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。

⑶
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党

　

二
〇
一
二
年
五
月
、
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ

ク
党
と
ノ
ロ
ド
ム
・
ラ
ナ
リ
ッ
ト
党
は

フ
ン
・
セ
ン
首
相
の
後
押
し
を
受
け

て
、
翌
六
月
の
地
方
評
議
会
選
挙
後
に

合
併
す
る
と
の
合
意
に
達
し
た
。
し
か

し
そ
の
後
、
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
と
ラ

ナ
リ
ッ
ト
党
首
の
対
立
の
再
燃
を
き
っ

か
け
に
、
ラ
ナ
リ
ッ
ト
党
内
で
は
内
紛

が
起
き
た
。
結
局
、
同
年
八
月
に
ラ
ナ

リ
ッ
ト
が
党
首
辞
任
と
政
界
引
退
を
発

表
し
た
後
、
ラ
ナ
リ
ッ
ト
党
は
フ
ン
シ

ン
ペ
ッ
ク
党
へ
の
合
流
を
果
た
し
た
。

　

同
年
一
〇
月
の
ノ
ロ
ド
ム
・
シ
ハ

ヌ
ー
ク
前
国
王
（
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党

変革を迫られる人民党一党支配体制  
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創
設
者
）
の
崩
御
に
際
し
て
、
全
国
か

ら
多
く
の
老
若
男
女
が
王
宮
前
に
慰
問

に
押
し
寄
せ
た
こ
と
は
、
前
国
王
が
依

然
と
し
て
国
民
か
ら
絶
大
な
尊
敬
を
集

め
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
を
選

挙
へ
の
追
い
風
と
み
た
フ
ン
シ
ン
ペ
ッ

ク
党
は
、
国
葬
後
の
二
〇
一
三
年
三

月
、
前
国
王
の
末
娘
ノ
ロ
ド
ム
・
ア
ル

ン
・
レ
ア
ス
マ
イ
を
、
党
首
お
よ
び
首

相
候
補
に
選
出
し
た
。

●
選
挙
戦
に
み
る
新
た
な
変
化

　

六
月
二
七
日
か
ら
三
〇
日
間
の
選
挙

運
動
を
特
徴
づ
け
た
の
は
、
政
党
に
よ

る
集
会
や
街
頭
宣
伝
活
動
へ
の
若
者
の

積
極
的
な
参
加
で
あ
る
。
選
挙
人
約
九

六
八
万
人
の
う
ち
、
三
五
〇
万
人
以
上

（
う
ち
一
五
〇
万
人
以
上
が
初
め
て
選

挙
権
を
獲
得
）
が
一
八
〜
三
〇
歳
の
若

者
で
あ
り
、
選
挙
人
に
占
め
る
若
者
の

割
合
は
過
去
最
高
と
な
っ
た
。

　

立
候
補
し
た
八
政
党
中
、
大
規
模
な

選
挙
運
動
を
展
開
し
た
の
は
人
民
党
と

救
国
党
の
み
で
あ
る
。
資
金
力
と
組
織

力
で
他
党
を
圧
倒
す
る
人
民
党
は
、
公

務
員
や
村
長
、
国
軍
お
よ
び
国
家
警
察

の
幹
部
だ
け
で
な
く
、
大
量
の
若
者
を

選
挙
運
動
に
動
員
し
、「
交
通
費
」
と

し
て
現
金
や
軽
食
な
ど
を
配
布
し
た
。

各
大
学
で
は
学
内
の
党
組
織
を
通
じ
て

党
員
の
リ
ク
ル
ー
ト
が
行
わ
れ
た
ほ

か
、
選
挙
運
動
へ
の
参
加
を
拒
め
ば
、

学
生
寮
や
寄
宿
す
る
仏
教
寺
院
か
ら
の

退
去
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

人
民
党
は
過
去
の
選
挙
と
同
様
、
ポ

ル
・
ポ
ト
政
権
に
よ
る
大
虐
殺
か
ら
国

民
を
救
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
イ
ン
フ
ラ

整
備
を
は
じ
め
と
す
る
復
興
と
開
発
の

成
果
と
い
う
三
四
年
間
の
統
治
の
実
績

を
強
調
し
、
平
和
と
安
定
を
維
持
し
て

開
発
を
継
続
す
る
こ
と
を
訴
え
た
。

　

従
来
の
選
挙
運
動
と
異
な
る
点
は
、

「
も
し
フ
ン
・
セ
ン
首
相
殿
下
を
慈
し

み
、
哀
れ
み
、
好
ま
し
く
思
い
、
信
頼

す
る
な
ら
、
人
民
党
に
投
票
を
」
と
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
首
相
一
人
を
前

面
に
押
し
出
す
戦
術
を
採
用
し
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
人
民
党
は
集
団
指

導
体
制
を
強
調
し
、
チ
ア
・
シ
ム
党
首

（
八
一
歳
）、
フ
ン
・
セ
ン
副
党
首
（
六

一
歳
）、
ヘ
ン
・
サ
ム
リ
ン
名
誉
党
首

（
七
九
歳
）
と
い
う
「
三
人
の
殿
下
」

が
並
ぶ
看
板
や
ポ
ス
タ
ー
を
多
用
し
て

き
た
。
し
か
し
、
党
首
が
健
康
状
態
の

悪
化
か
ら
公
の
場
に
姿
を
現
す
機
会
が

減
り
、
名
誉
党
首
も
高
齢
と
な
る
な

か
、
昨
年
の
地
方
評
議
会
選
挙
か
ら
は

フ
ン
・
セ
ン
一
人
に
焦
点
を
当
て
る
戦

術
が
目
立
ち
始
め
た
。
同
時
に
、
首
相

の
後
継
者
と
目
さ
れ
る
長
男
や
初
出
馬

と
な
る
三
男
が
活
発
に
遊
説
し
、
党
内

に
お
け
る
若
手
の
台
頭
を
印
象
づ
け
た
。

　

他
方
、
救
国
党
は
「
変
革
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
平
易
で
簡
潔
な
七

つ
の
公
約
を
提
示
し
た
。
と
り
わ
け
、

①
六
五
歳
以
上
に
月
額
一
〇
米
ド
ル
を

給
付
す
る
、
②
労
働
者
の
最
低
賃
金
を

月
額
一
五
〇
米
ド
ル
へ
引
き
上
げ
る
、

③
公
務
員
の
最
低
賃
金
を
月
額
二
五
〇

米
ド
ル
へ
引
き
上
げ
る
と
い
っ
た
、

人
々
の
所
得
向
上
に
直
結
す
る
具
体
的

な
公
約
は
広
範
な
支
持
を
得
た
。

　

救
国
党
の
選
挙
運
動
は
、
街
頭
募
金

や
在
外
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
に
よ
る
寄
付
、

そ
し
て
若
者
を
中
心
と
す
る
多
く
の
熱

狂
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
支
え
ら
れ
て

い
た
。
首
都
で
の
集
会
や
街
頭
宣
伝
活

動
に
は
、
選
挙
権
の
な
い
高
校
生
を
含

む
多
数
の
若
者
が
自
発
的
に
集
ま
り
、

党
活
動
家
が
配
布
す
る
同
党
の
帽
子
や

旗
、
ス
テ
ッ
カ
ー
な
ど
を
奪
い
合
う
よ

う
に
求
め
た
。
さ
ら
に
は
、
人
民
党
の

選
挙
運
動
に
動
員
さ
れ
て
得
た
現
金
で

バ
イ
ク
に
ガ
ソ
リ
ン
を
入
れ
、
救
国
党

の
街
頭
宣
伝
活
動
に
参
加
す
る
若
者
も

少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
野
党
へ

の
公
然
た
る
支
持
表
明
は
、
新
た
な
現

象
と
し
て
特
筆
に
値
す
る
。

　

首
都
の
若
年
層
か
ら
始
ま
っ
た
こ
れ

ら
の
動
き
は
、
他
の
年
齢
層
や
地
方
に

も
波
及
し
た
。
独
立
カ
ン
ボ
ジ
ア
教
員

協
会
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
自
由
労
働
者

組
合
な
ど
が
自
ら
の
メ
ン
バ
ー
に
救
国

党
へ
の
投
票
を
呼
び
か
け
た
ほ
か
、
投

票
日
の
九
日
前
と
い
う
時
宜
を
得
た
党

首
の
帰
国
が
追
い
風
と
な
り
、
同
党
へ

の
支
持
は
次
第
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。

人
々
は
救
国
党
の
潜
在
的
な
支
持
者
が

多
い
こ
と
を
互
い
に
認
識
し
始
め
、
政

府
・
人
民
党
に
よ
る
抑
圧
や
嫌
が
ら
せ

を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
公
然
と
「
変

革
」
を
叫
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
は
、
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
浸
透
が
あ
る
。

郵
便
・
通
信
省
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
二
年

一
二
月
時
点
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用

者
数
は
約
二
七
〇
万
人
で
あ
り
、
人
口

普
及
率
は
二
〇
〇
八
年
の
約
〇
・
五
％

か
ら
約
一
八
・
六
％
に
ま
で
急
増
し
た
。

人
民
党
が
全
テ
レ
ビ
局
と
大
半
の
ラ
ジ

オ
局
や
新
聞
を
支
配
す
る
な
か
、
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
を
通
じ
て
多
角
的
か

つ
客
観
的
な
情
報
を
入
手
し
、
さ
ら
に

そ
れ
ら
を
拡
散
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
は
大
き
な
変
化
で
あ
る
。

●
選
挙
結
果
と
救
国
党
躍
進
の
要
因

　

七
月
二
八
日
、
全
国
一
万
九
〇
〇
九

カ
所
の
投
開
票
所
で
投
開
票
が
実
施
さ

れ
た
。
投
票
率
は
、
一
九
九
三
年
以
来

最
低
の
六
九
・
六
一
％
を
記
録
し
た
。

人
民
党
は
同
夜
、
同
党
が
六
八
議
席
、

救
国
党
が
五
五
議
席
を
獲
得
し
た
と
す
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る
独
自
の
集
計
結
果
を
公
表
し
た
。
し

か
し
、
救
国
党
は
翌
二
九
日
、
選
挙
結

果
の
受
け
入
れ
拒
否
を
発
表
し
、
翌
三

〇
日
に
は
同
党
が
少
な
く
と
も
六
三
議

席
を
獲
得
し
て
勝
利
し
た
と
主
張
し
た
。

　

救
国
党
が
人
民
党
の
勝
利
を
否
定
し

た
理
由
は
、
選
挙
人
名
簿
か
ら
一
二
〇

〜
一
三
〇
万
人
が
不
当
に
削
除
さ
れ
た

だ
け
で
な
く
、
実
在
し
な
い
一
〇
〇
万

人
の
登
録
や
二
〇
万
人
の
二
重
登
録
に

よ
る
水
増
し
な
ど
が
あ
っ
た
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
不
正
の
規
模
に
つ
い
て

は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
選
挙
人
名

簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
べ
き
名
前
が
な

く
、
投
票
所
へ
行
っ
た
が
投
票
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
人
々
が
続
出
し
た
こ

と
、
お
よ
び
二
重
登
録
が
あ
っ
た
こ
と

自
体
は
、
国
際
選
挙
監
視
員
を
務
め
た

筆
者
も
、
実
際
に
現
地
で
確
認
し
た
。

　

両
党
の
得
票
率
の
差
は
わ
ず
か
四
・

三
七
％
と
い
う
接
戦
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
野
党
勢
力
の
結
集
に
よ
り
、
救
国
党

が
人
民
党
に
対
抗
し
う
る
唯
一
の
現
実

的
な
選
択
肢
と
し
て
国
民
に
認
知
さ
れ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
対
照
的
に
、

フ
ン
シ
ン
ペ
ッ
ク
党
は
今
回
も
王
党
派

を
主
張
す
る
以
上
の
術
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
ず
、
つ
い
に
議
席
を
失
っ
た
。

　

救
国
党
が
勝
利
し
た
選
挙
区
は
、
首

都
を
含
む
議
席
定
数
の
多
い
上
位
四
州

で
あ
る
。
と
り
わ
け
首
都
に
お
け
る
同

党
の
得
票
率
は
、
全
国
で
最
も
高
い
五

八
・
二
五
％
に
達
し
た
。

　

他
方
、
人
民
党
の
得
票
数
は
そ
の
党

員
数
を
大
き
く
下
回
っ
た
。
人
民
党
員

の
投
票
率
が
全
体
の
そ
れ
と
同
じ
七
割

弱
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
党
員
約

七
〇
万
人
が
自
党
に
投
票
し
て
い
な
い

こ
と
に
な
り
、
相
当
数
の
票
が
救
国
党

に
流
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

救
国
党
が
大
方
の
予
想
を
上
回
る
大

躍
進
を
遂
げ
た
要
因
と
し
て
、
少
な
く

と
も
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。

　

第
一
に
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
生
ま

れ
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が
一
八
歳
に

達
し
た
こ
と
で
、
選
挙
人
の
年
齢
構
成

が
変
化
し
た
。
こ
の
世
代
は
ポ
ル
・
ポ

ト
政
権
の
圧
政
と
一
九
八
〇
年
代
の
内

戦
を
直
接
的
に
は
経
験
し
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
人
民
党
に
よ
る
ポ
ル
・

ポ
ト
政
権
打
倒
の
実
績
や
「
野
党
が
選

挙
に
勝
て
ば
内
戦
に
な
る
」
と
い
う
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
若
年
層
の
支
持
調
達

に
は
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
の
世

代
は
一
九
九
〇
年
代
に
頻
発
し
た
国
家

権
力
に
よ
る
野
党
勢
力
へ
の
政
治
的
暴

力
さ
え
ほ
ぼ
記
憶
に
な
い
た
め
、
他
の

年
齢
層
に
先
駆
け
て
躊
躇
な
く
救
国
党

へ
の
支
持
を
公
然
と
表
明
し
、
同
党
へ

の
支
持
拡
大
の
起
爆
剤
と
し
て
の
役
割

を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
浸
透
に
よ

り
、
経
済
開
発
に
と
も
な
う
不
当
な
土

地
収
奪
や
人
権
侵
害
、
汚
職
、
自
然
資

源
の
収
奪
な
ど
、
人
民
党
に
と
っ
て
不

都
合
な
情
報
の
入
手
が
可
能
と
な
り
、

人
々
は
国
内
で
起
き
て
い
る
現
実
を
多

角
的
か
つ
客
観
的
に
認
識
す
る
に
至
っ

た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
人
口
普
及
率

は
二
割
に
満
た
な
い
が
、
こ
う
し
た
情

報
は
非
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
も

口
伝
て
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
地
方
村
落
に
暮
ら
す
八
割

弱
の
国
民
も
含
め
、
人
々
が
基
本
的
な

イ
ン
フ
ラ
整
備
だ
け
で
な
く
よ
り
豊
か

な
生
活
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
な
か
、

救
国
党
の
公
約
は
人
民
党
の
そ
れ
よ
り

も
、
人
々
の
願
い
を
汲
み
取
っ
た
具
体

的
な
内
容
で
あ
っ
た
。
平
和
と
安
定
を

実
現
し
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
進
め
て
き

た
の
は
人
民
党
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し

つ
つ
も
、
人
々
は
個
人
の
生
活
の
豊
か

さ
と
い
う
、
よ
り
多
く
を
政
治
に
求
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

●
お
わ
り
に

　

今
回
の
選
挙
結
果
は
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
多
く
の
人
々
が
政
治
に
変
革
を
求

め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

今
後
、
人
民
党
に
よ
る
議
会
運
営
は

従
来
の
「
数
の
論
理
」
だ
け
で
な
く
、

救
国
党
と
の
対
話
と
交
渉
に
基
づ
く
よ

り
民
主
的
な
も
の
へ
と
変
化
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、

人
民
党
の
議
席
数
が
定
数
の
三
分
の
二

を
割
っ
た
た
め
、
憲
法
改
正
案
の
議
決

や
、
議
会
常
任
委
員
会
の
決
定
（
議
員

特
権
の
剥
奪
な
ど
）
の
議
決
に
は
、
救

国
党
の
賛
成
が
不
可
欠
と
な
っ
た
こ

と
。
第
二
に
、
救
国
党
は
三
〇
議
席
を

上
回
っ
た
た
め
、
内
閣
不
信
任
決
議
案

の
提
出
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
立
法
府
で
は
多
少
の
変

化
が
見
込
ま
れ
る
も
の
の
、
他
の
国
家

機
構
や
メ
デ
ィ
ア
は
依
然
と
し
て
人
民

党
が
支
配
し
て
い
る
。
同
党
は
今
後
、

救
国
党
の
公
約
の
一
部
を
も
政
策
に
取

り
入
れ
た
り
、
救
国
党
幹
部
の
懐
柔
と

分
断
を
試
み
た
り
し
な
が
ら
、
体
制
維

持
を
図
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、
救
国
党
が
内
紛
や
分
裂
に
至
る
こ

と
な
く
、
議
会
で
の
政
策
論
争
を
通
じ

て
人
民
党
政
府
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を

果
た
し
て
い
け
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。

（
や
ま
だ　

ひ
ろ
し
／
日
本
学
術
振
興
会

特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
・
東
京
大
学
）

《
参
考
文
献
》

①�

山
田
裕
史
［
二
〇
一
一
］「
ポ
ル
・

ポ
ト
政
権
後
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け

る
国
家
建
設
―
人
民
党
支
配
体
制
の

確
立
と
変
容
」
上
智
大
学
外
国
語
学

研
究
科
博
士
論
文
。

変革を迫られる人民党一党支配体制  
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